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狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の公布について（公布通知） 

 

本日、狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第

24 号）が公布されたところ、改正の趣旨等は下記のとおりですので、御了知の

上、関係機関等（都道府県にあっては管内の市町村を含む。）へ周知いただくと

ともに、その適切な運用に御配慮をお願いします。 

 

記 

 

１．改正の趣旨 

「令和元年の地方からの提案等に関する対処方針」等を踏まえ、令和３年 12

月 22 日に狂犬病予防法施行令の一部を改正する政令（令和３年政令第 338 号）

が公布され、令和４年４月１日に施行されることとされたところ、同令による改

正後の狂犬病予防法施行令（昭和 28年政令第 226号。以下「新令」という。）に

おいては、狂犬病予防法（昭和 25年法律第 247号。以下「法」という。）第４条

に規定する犬の登録について、一定の要件を満たす場合には、市町村長（特別区

の長を含む。以下同じ。）が職権により登録を消除できることとされた。 

新令第２条第２項第３号においては「特別の事情があるため、その犬の登録を

消除することが適当であると認める場合」に市町村長の職権により登録の消除

を行うことができるとされている。 

今般、新令第２条第２項第３号に規定する「特別の事情」に該当する基準を明

らかにするため、狂犬病予防法施行規則（昭和 25年厚生省令第 52号）の一部の

改正を行うこととした。 



２．改正の内容 

法第４条第１項及び第２項の規定により登録を受けた犬について、当該犬が

生後２５年以上であって、かつ、死亡したものと推定される場合には、新令第２

条第２項第３号に規定する「特別の事情」に該当するものとすること。 

 

３．施行期日 

令和４年４月１日から施行すること。 

 


